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議  題 １ 令和２年１２月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【相馬欣行議員】  おはようございます。ただいまから議会運営委員

会を開会いたします。 

 ここで、議長から御挨拶をお願いいたします。 

○議長【舘大樹議員】  皆様、おはようございます。１０月臨時会、そして閉

会中の決算審査から、いとまのない形で１２月定例会がスタートいたします。皆

様におかれましては、時節柄、大変慌ただしい毎日をお過ごしかと存じますけれ

ども、慎重審議に努めていただきますようお願い申し上げまして、御挨拶に代え

させていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、総務部長から執行者側の議案説明をお願い

いたします。 

○総務部長【吉川武士】  おはようございます。よろしくお願いいたします。

本日は、１１月２７日金曜日に招集いたします伊勢原市議会１２月定例会の市長

提出議案等につきまして、御説明させていただきます。 

 １２月定例会に提出いたします議案は、条例議案が２件、補正予算議案が５件、

その他の議案が２件、報告案件が１件で、合計１０件でございます。 

 初めに、条例２議案について説明させていただきます。 

○議案第５０号 伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ 

        いて 

 議案書１ページを御覧ください。人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等

を踏まえまして、本市職員、特別職員及び議会の議員の期末手当の額を改定する

ため、提案するものでございます。 

 ２ページ、３ページに改正条例案、４ページから１１ページに新旧対照表を掲

載しておりますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

○議案第５１号 伊勢原市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 次に、１２ページを御覧ください。対象火気設備等の位置、構造及び管理並び

に対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部

が改正され、急速充電設備の全出力上限が２００kw まで拡大されることに伴い、

当該設備の技術上の基準の改正を行う必要があるため、提案するものでございま

す。 

 １３ページから１５ページに改正条例案、１６ページから２０ページに新旧対

照表を掲載しておりますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

 次に、補正予算５議案についてでございます。 

○議案第５２号 令和２年度伊勢原市一般会計補正予算（第９号） 

 表紙の補正予算書及び予算説明書３ページを御覧ください。第１条歳入歳出予
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算の補正といたしまして、既定の予算総額に４億３１７３万８０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を４６３億８２０万２０００円とするものでございます。内

容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けて御説明いたします。第２条債務負

担行為の補正及び第３条地方債の補正につきましても、後ほど御説明いたします。 

 初めに、職員人件費につきまして、総括的に御説明いたします。各会計におき

ましても補正予算を提出させていただいておりますが、各会計の共通といたしま

して、職員人件費の補正につきましては、４月並びに７月の人事異動や年度途中

の新規採用者の配置等に伴い、当初予算における科目別の配置職員に相違が生じ

たこと及び令和２年１０月７日に出されました人事院勧告や神奈川県の人事委員

会勧告、近隣各市の状況を踏まえた上で、本市の給与条例を改正することにより

行うものでございます。また、これに併せて、令和２年９月までの育児休業者、

休職者の整理等を行ったものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容を御説明いたしますので、２６ページ、２７ペ

ージをお開きください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 初めに、２款総務費です。１項総務管理費における国県支出金等精算返納金追

加１億２１４万３０００円は、感染症予防や障害福祉、児童福祉の国県支出金に

つきまして、令和元年度決算等に基づき精算するものでございます。 

 次に、２項徴税費における市税過誤納還付金及び加算金追加２５００万円は、

法人市民税で高額な還付が発生したことにより追加するものでございます。 

 ２８ページ、２９ページをお開きください。３款民生費です。１項社会福祉費

における国民健康保険事業特別会計繰出金減１４９８万５０００円は、国民健康

保険事業特別会計における職員人件費の補正を行うものです。 

 ３０ページ、３１ページをお開きください。続きまして、介護保険事業特別会

計繰出金減１２９２万３０００円は、職員人件費の補正に伴うもののほか、令和

元年度決算に基づく精算を合わせて行うものでございます。 

 次に、後期高齢者医療事業特別会計繰出金追加７１１万８０００円は、職員人

件費の補正に伴うもののほか、税制改正に伴うシステム改修に必要な経費を追加

するものでございます。 

次に、障害者自立支援給付費追加２５５５万２０００円は、サービス利用量

の増加に伴い、不足を生じる見込みとなった扶助費を追加するものです。 

次に、障害支援区分認定等事務費追加５６６万５０００円は、障害者自立支

援給付費に係る報酬の改正に伴うシステム改修を行うものです。 

 次に、２項児童福祉費における障害児通所支援事業費追加１億２６４７万  

９０００円は、サービス利用量の増加に伴い、不足を生じる見込みとなった扶助

費を追加するものです。 

 次に、３項生活保護費における生活保護費追加７７００万円は、生活保護の申

請が増加したこと等により、不足を生じる見込みとなった医療扶助費を追加する

ものでございます。 
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 ３２ページ、３３ページをお開きください。４款衛生費です。１項保健衛生費

における感染症予防対策事業費追加４０２５万５０００円は、マスクや非接触式

手指消毒用装置等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に必要な備品等の整備

のほか、市民が安心して受診できるよう、市内医療機関がオンライン診療等の環

境を整備する費用の一部を助成するものでございます。 

 ３６ページ、３７ページをお開きください。７款土木費です。４項都市計画費

における公共下水道事業会計補助金減２０８６万６０００円は、公共下水道事業

会計における令和元年度決算の確定に伴うものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、２０ページ、

２１ページをお開きください。 

 まず、１１款地方交付税は、交付決定に基づき、普通交付税を２億３０８０万

７０００円追加するものでございます。 

 次に、１５款国庫支出金です。障害者自立支援給付費負担金追加１２７７万 

６０００円及び障害児通所支援給付費負担金追加６３２３万９０００円は、それ

ぞれ障害者自立支援給付費及び障害児通所支援事業費追加の財源でございます。

次に、生活保護費負担金追加５７７５万円は、生活保護費追加の、また、障害者

総合支援事業費補助金計上２８３万２０００円は、障害支援区分認定等事務費追

加の財源でございます。 

 次に、１６款県支出金です。障害者自立支援給付費等負担金追加６３８万  

８０００円及び障害児通所支援給付費負担金追加３１６１万９０００円は、それ

ぞれ障害者自立支援給付費及び障害児通所支援事業費追加の財源でございます。 

 ２２ページ、２３ページをお開きください。１９款繰入金です。介護保険事業

特別会計繰入金追加３０４２万円は、令和元年度決算に基づく精算でございます。

次に、財政調整基金繰入金減３億８９２９万円は、今回の補正により生じる一般

財源の残余を整理するものでございます。 

 次に、２０款繰越金です。前年度繰越金追加１億３３９４万１０００円は、令

和元年度決算における実質収支の予算未計上の全額を精算するものでございます。 

 次に、２１款諸収入です。児童福祉及び介護保険事業に係る国県支出金につい

て、令和元年度決算に基づき精算するため、まず、県支出金分といたしまして、

児童手当負担金過年度収入を５０万２０００円、養育医療助成事業負担金過年度

収入を１１万３０００円、低所得者保険料軽減県負担金過年度収入を１３万  

６０００円、児童入所措置費等負担金過年度収入を１７万７０００円、また、 

２４ページ、２５ページ、国庫支出金分といたしまして、児童手当負担金過年度

収入を２２４万９０００円、低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収入を３７万

３０００円、児童入所措置費等負担金過年度収入を３０万６０００円、それぞれ

計上するものでございます。 

 次に、２２款市債です。臨時財政対策債追加２億４７４０万円は、普通交付税

算定の決定に基づき追加するものでございます。 
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 続きまして、第２表債務負担行為について御説明いたしますので、１１ページ

を御覧ください。令和３年４月に総合運動公園、鈴川公園、市ノ坪公園及び東富

岡公園に係る 指 定 管 理者 の 更 新を予定していることから、７億５２１６万   

９０００円を限度額として、指定管理者運営委託費に係る債務負担行為を追加す

るものでございます。 

 続きまして、第３表地方債補正につきまして御説明いたしますので、１２ペー

ジ、１３ページをお開きください。市債の補正に伴い、起債の限度額を変更する

もので、臨時財政対策債の限度額を４億２００万円から６億４９４０万円に変更

するものでございます。これにより、起債限度額の合計は、２１億３６０万円か

ら２３億５１００万円となります。 

 以上が、一般会計補正予算についての説明でございます。 

○議案第５３号 令 和 ２ 年 度 伊 勢 原 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 

        （第１号） 

 次に、５９ページを御覧ください。第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、

既定の予算総額から１４９８万５０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を９７

億５００１万５０００円とするものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、７０ページ、７１

ページをお開きください。 

 １款総務費は、職員給与費等を１４９８万５０００円減額するものでございま

す。 

 続きまして、歳入予算の補正内容です。６８ページ、６９ページをお開きくだ

さい。 

 ６款繰入金における職員給与費等繰入金減１４９８万５０００円は、職員給与

費等の減額に伴うものでございます。 

○議案第５４号 令和２年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 次に、７７ページを御覧ください。第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、

既定の予算総額に１億５１１３万８０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ７２億６７１３万８０００円とするものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、８８ページ、８９

ページをお開きください。 

 １款総務費は、職員給与費等を１３５６万８０００円減額するものでございま

す。 

 次に、４款基金積立金における介護給付準備基金積立金追加１億３１０１万円

は、令和元年度における介護給付準備基金繰入金の余剰額が確定したことによる

ものでございます。 

 次に、６款諸支出金でございます。償還金追加３２７万６０００円は、令和元

年度に交付を受けました国県支出金等の精算に伴い、国の地域支援事業費交付金

等について一部返還が生じたことによるものです。次に、一般会計繰出金追加 
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３０４２万円は、令和元年度における一般会計繰入金の余剰額が確定したことに

よるものです。 

 続きまして、歳入予算の補正内容です。８６ページ、８７ページをお開きくだ

さい。 

 ２款国庫支 出 金 に おけ る 過 年度分介護給付費国庫負担金追加３６８９万   

５０００円、３款支払基金交付金における過年度分介護給付費交付金追加８９２

万７０００円、４款県支出金における過年度分介護給付費等県負担金追加９１０

万６０００円につきましては、令和元年度の保険給付費が確定したことに伴い、

各負担金等の追加交付分を追加するものでございます。 

 次に、６款繰入金でございます。職員給与費等繰入金減１３５６万８０００円

は、職員給与費等の減額に伴うものでございます。次に、低所得者保険料軽減繰

入金追加６４万５０００円は、令和元年度の第１号被保険者保険料収入が確定し

たことによるものでございます。 

 次に、７款繰越金における前年度繰越金追加１億９１３万３０００円は、令和

元年度の実質収支が確定したことによるものでございます。 

○議案第５５ 号  令和２ 年 度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算   

（第１号） 

 次に、９５ページを御覧ください。第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、

既定の予算総額に８７３万１０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１４億 

２７７３万１０００円とするものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、１０６ページ、 

１０７ページをお開きください。 

 １款総務費です。１項総務管理費は、職員給与費等を６６万２０００円追加す

るものでございます。 

 次に、２項徴収費における徴収費追加８０６万９０００円は、平成３０年度税

制改正において、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入に適用され

る給与所得控除等の控除額が一律１０万円引き下げられ、また、全ての所得に適

用される基礎控除の控除額が１０万円引き上げられることとなりました。この改

正に対応するために、後期高齢者医療システムの改修経費を追加するものでござ

います。 

 続きまして、歳入予算の補正内容でございます。１０４ページ、１０５ページ

をお開きください。 

 ２款繰入金です。事務費繰入金追加７１１万８０００円は、職員給与費等及び

徴収費追加の財源でございます。 

 次に、５款国庫支出金です。後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金計上 

１６１万３０００円は、徴収費追加の財源でございます。 

○議案第５６号 令和２年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 次に、１１３ページを御覧ください。第２条収益的収入及び支出といたしまし
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て、収入について、営業外収益を２０８６万６０００円減額し、支出について、

営業費用を１０９３万５０００円増額するものでございます。 

 次に、第３条資本的収入及び支出といたしまして、支出について、建設改良費

を７１０万５０００円減額するものでございます。 

 次に、第４条議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまし

て、第２条及び第３条の職員給与費の補正に伴い、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費の額を補正するものでございます。 

 それでは、収益的収入及び支出について、収入から御説明いたしますので、 

１２４ページ、１２５ページをお開きください。一般会計補助金２０８６万  

６０００円減は、令和元年度決算の確定に伴う繰入金の精算によるものでござい

ます。 

 続きまして、支出でございます。１２６ページ、１２７ページをお開きくださ

い。職員給与費等を１０９３万５０００円増額するものでございます。 

 次に、資本的収入及び支出でございます。１２８ページ、１２９ページをお開

きください。支出につきましては、職員給与費を７１０万５０００円減額するも

のでございます。 

 次に、１１６ページから１２３ページまでの各財務諸表でございますが、補正

予算及び令和元年度決算認定に伴い、予算の実施計画、予定キャッシュ・フロー

及び予定貸借対照表等の各財務諸表の修正をするものでございます。 

 以上が、補正予算議案についての説明でございます。 

 次に、その他の議案２議案についてでございます。 

○議案第５７号 伊勢原市総合運動公園ほか３公園の指定管理者の指定について 

 議案書２１ページを御覧ください。１１月４日に指定管理者候補者選定委員会

を開催し、総合運動公園ほか３公園につきまして、“元気な伊勢原づくり”共同

事業体を指定管理者の候補者に選定いたしましたので、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により提案するものでございます。指定管理者の内容につきまし

ては、２２ページに掲載してございます。 

○議案第５８号 字の区域の設定について 

 次に、２３ページを御覧ください。伊勢原市東部第二土地区画整理事業に伴い、

字の区域を設定するため、地方自治法第２６０条第１項の規定により提案するも

のでございます。 

 設定に関する調書につきましては、２４ページから４８ページに掲載してござ

います。 

 次に、報告案件１件についてでございます。 

○報告第１８号 専決処分の報告について（伊勢原市税外収入金の督促及び延滞 

        金徴収条例の一部を改正する条例） 

 ５２ページを御覧ください。地方税法の一部改正に伴い、伊勢原市税外収入金

の督促及び延滞金徴収条例において引用する用語を整理する必要が生じたため、
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市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分をいたしましたので、地方自治

法第１８０条第２項の規定により報告するものでございます。 

 ５３ページに専決処分書、５４ページに改正条例、５５ページに新旧対照表を

掲載してございます。 

 以上で、１２月議会定例会に提出いたします議案等についての説明を終わらせ

ていただきます。 

 なお、任期満了に伴う副市長の選任に係る人事案件につきまして、議案を追加

提出させていただく予定でございます。宍戸副市長の任期が令和２年１２月３１

日をもって満了となりますことから、現在、後任の人選を進めているところでご

ざいます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につ

いて、質疑等があればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 以上で、執行者側の議案説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項を議題とし、事務局から内容を説明いたします。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  それでは、お配りしてございます議会運営委員

会・議会側処理事項（１１月２４日）を御覧ください。 

 １、令和元年度決算審査につきましては、各常任委員会において、いずれも認

定すべきものと決定し、１１月２７日の本会議において、委員長報告の後、質疑、

討論、採決を行います。 

 ２、請願・陳情の受理状況につきましては、陳情が３件提出されております。

内容は、配付いたしました資料のとおりでございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、

事務局から内容を説明いたします。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  正副委員長と協議の上、付託表の案を２枚作成

し、お配りしてございますので、御覧ください。 

 まず、１１月２７日分を御覧ください。「議案第５０号、伊勢原市職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例について」の１議案につきましては、付託

省略。期末手当の支給基準日が１２月１日であり、１１月中に採決を行う必要が

あることから、初日に質疑、討論、採決をお願いするものです。 

 次に、１２月７日分を御覧ください。市長提出議案第５１号から議案第５８号

までの８件の議案については、いずれも付託省略。陳情は３件で、陳情第９号は、

産業建設常任委員会に付託、陳情第１０号及び陳情第１１号は、教育福祉常任委

員会に付託。 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま説明した内容について、質疑、意見があ

ればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付託については、配付した付託
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表のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

 次に、会期の決定についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。局

長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  会期の決定につきましては、過日原案をお示し

し、御了解をいただいておりますので、その内容に基づいて日程案を作成し、お

配りしてございますので、御覧ください。会期につきましては、１１月２７日か

ら１２月２１日までの２２日間でございます。 

・１１月２７日 本会議 提案説明・議案審議（議案第５０号） 

・１１月３０日 一般質問通告期限正午 

・１２月 ７日 本会議 議案審議 

・１２月 ９日 委員会・付託審査 

       （産業建設常任委員会 午前９時３０分） 

       （教育福祉常任委員会 午後１時３０分） 

・１２月１５日 本会議 一般質問 

・１２月１６日 本会議 一般質問 

・１２月１７日 本会議 一般質問 

・１２月２１日 本会議 最終日 

 以上でございます。 

 なお、総務常任委員会の付託案件が出た場合には、再度協議いたします。 

 以上です。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。会期の決定につい

ては、配付した内容のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、配付した内容で、１１月

２７日の本会議において、議長からお諮りいたします。 

 本日予定した案件は以上でありますが、そのほかに何か発言があればお伺いい

たします。（「なし」の声あり） 

 それでは、以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。大変

お疲れさまでした。 

 

午前１０時４分 閉会 
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 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和２年１１月２４日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行 


